
 

年金情報の大量流出など政府の個人情報管理に国民の不安が高まる中、10 月 5 日にマ

イナンバー法が施行されました。国民一人ひとりに 12 桁の個人番号をつけ、国が管理す

るマイナンバー（社会保障・税番号）制度は、さまざまな機関や事務所などに散在する、

様々な国民の個人情報を個人番号で名寄せ、参照することを可能とすることで、行政な

どが、それら個人情報を活用しようとするものです。 

 

導入の最大の狙いは、国民一人ひとりの収入と財産を丸裸にし、税、保険料の

徴収強化、社会保障の給付削減を押し付けていくことです。しかし、一人ひとり

の個人情報が名寄せ、集積されることであり、ひとたび流出したり、悪用されれ

ば、甚大なプライバシー侵害や「なりすまし」などの犯罪等の危険性を飛躍的に

高めることになります。 

10月から番号通知が行われ、世帯ごとに簡易書留で通知カードが郵送されます

が、住民票と居住場所がちがうなどにより、西宮市では全世帯の 11.5％、約 25000

世帯に通知が届かない恐れがあります。その中には、施設入所中の高齢者なども

含まれており、全国では 200万人、大きな問題と言えます。 

個人番号カードは来年 1月から交付が開始されますが、顔写真入りの個人番号

カードを希望者に発行し、「身分証明書として使える」と、便利さを売り込んで

いますが、他人に見せてはならないマイナンバーを持ち歩くことは、個人情報の

保護にとってマイナスだという指摘が上がっています。 

 番号カードの申し込みは任意です。番号カードがなくても行政の手続きはでき

るので、必要がなければ申し込まなくても構いません。 

 デメリットばかりのマイナンバー制度は直ちに中止すべきです。 
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 9月 1日、日本共産党西宮市会議員団が新年度予算編成に対する要求を申し入れた際、

今村市長は理由も示さず、「公務」を理由に欠席したことで、9月 3日、事実経過、謝罪

を求める申し入れをしました。その際今村市長は、同席している部課長を退出させるた

め「お前ら出ろ」言い、市議団には強く机をたたく、申し入れ文書を投げつけようとす

るなどの行動をとったのです。 

 この市長の言動は市長の資格が問われる行為として、9月 16日の本会議で決算認定に

関連して上田議員が質疑を行いましたが、答弁から今村市長の異常さがあきらかになり

ました。 

上田議員は、「6名の市議団のいる前で（市長が）地位を利用して乱暴な言葉で威圧す

るのはパワハラの疑いがある」との質疑を行いました。 

市長は「むしろパワーハラスメントを防ぐ立場から、上司として彼らを守るためにそ

こから出ろと言った」「（共産党が）その後も居残ってまだ強要行為が続きました。」と、

市長の行動は、日本共産党市議団が、ハラスメントや強要（無理強いに要求する。）行為

のせいだと驚くべき理論を展開したのです。 

 3 日は文書をもっての申し入れでしたが、市長は初めから睨みつけるなど敵意をあら

わにし、説明も聞こうともしない、誠実に回答もしようとしないというものでした。 

杉山議員は、決算特別委総務分科会で、市の文書にで「暴力対策マニュアル」に、暴

力行為の定義に「乱暴な言動等により他人に険悪の情を模様させる行為」、また「ハラス

メント防止」にはパワーハラスメントの具体的な行為に、「机をたたいたり、書類を投げ

付けるなど、感情的で威圧的な行為をする」との記載があり、市長の行為がこれらに該

当することを明らかにしました。市役所内の暴力やハラスメントを防ぐ責任者は市長で

あり、副市長も「市長が理解すべきもの」と答えており、今村市長にはこれらの理解も

常識も備わっていないことが露呈しました。 

「出ろ」と言われた部長は、「共産党の申し入れは、要望として取り扱った。脅威とは

感じていない」と、市長の主張は、事実とは違うことを裏付けています。 

 

 今村市長の異常な言動の背景には、公党である日本共産党への敵視、ハラスメントや

暴力に対する軽視があり、市長としての資格が問われるのではないでしょうか。 


